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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2022年３月29日に提出いたしました第54期（自 2021年１月１日 至 2021年12月31日）有価証券報告書の記載事

項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

　第一部 企業情報

第４ 提出会社の状況

４ コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの概要

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

７）執行役員制度

(5) 株式の保有状況

③ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は を付して表示しております。

　

第一部 【企業情報】

第４ 【提出会社の状況】

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

７）執行役員制度

(訂正前)

　経営の意思決定機能と業務執行機能を制度的に分離し、取締役の員数を減少させキヤノンマーケティングジャ

パングループにおける経営の意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行の責任を明確化しその体制を強化する

ため、2011年３月29日より、執行役員制度を導入しており、執行役員は、2022年４月１日付で26名で構成されま

す。

(訂正後)

　経営の意思決定機能と業務執行機能を制度的に分離し、取締役の員数を減少させキヤノンマーケティングジャ

パングループにおける経営の意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行の責任を明確化しその体制を強化する

ため、2011年３月29日より、執行役員制度を導入しており、執行役員は、2022年４月１日付で23名で構成されま

す。

　



(5) 【株式の保有状況】

③ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

(訂正前)

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

（省略）

㈱みずほフィナ
ンシャルグルー
プ

132 101,034
・エンタープライズセグメントにおいて、オ
フィスMFPの本体や保守サービスの提供にお
ける取引先であり、ビジネス拡大・強化を図
るため継続保有しております。
・当社の定性基準を充足しております。

有

147 132

（省略）

（省略）

(訂正後)

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

（省略）

㈱みずほフィナ
ンシャルグルー
プ

101,034 101,034
・エンタープライズセグメントにおいて、オ
フィスMFPの本体や保守サービスの提供にお
ける取引先であり、ビジネス拡大・強化を図
るため継続保有しております。
・当社の定性基準を充足しております。

有

147 132

（省略）

（省略）

　


